
長期計画・環境基本計画に基づく環境施策の方向性について 

 

１ 第五期長期計画・調整計画に基づく方向性  ※資料３－① 

 ◇【Ⅳ 緑・環境】分野  

  基本施策１ 市民の自発的主体的な行動を促す支援 

  基本施策２ 環境負荷低減施策の推進 

  基本施策３ 「緑」を基軸としたまちづくりの推進 

  基本施策４ 循環型社会システムづくりの推進 

  基本施策５ 生活を取り巻く様々な環境の変化に伴う新たな問題への対応 

 

◇【Ⅴ 都市基盤】分野  

  基本施策５ 下水道の再整備  他環境配慮、保全に関わる項目 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

２ 環境基本計画に基づく方向性  ※資料３－② 

①長期計画との連関性     

環境方針 長計の基本施策 備考 

環境方針１ 

市民・事業者・行政（市）の自発的な行

動を促す取組を進めます 

基本施策１  

環境方針２ 

低炭素社会に向けた施策を推進します 
基本施策２  

環境方針３ 

ごみの発生抑制と資源の循環利用を進め

ます 

基本施策４  

環境方針４ 

生物多様性に配慮した緑と水の保全・創

出とその活用を進めます 

基本施策３ 

農業とも関わり。所管

は生活経済と緑のま

ち推進課 

環境方針５ 

環境に配慮した都市基盤整備を進めます 
【Ⅴ 都市基盤】分野 都市整備部所管 

環境方針６ 

安全・安心で快適に暮らせるまちをめざ

します 

基本施策５ 及び 

【Ⅴ 都市基盤】の一部 
 

【長期計画について】 

 長期計画は長期計画条例に基づき策定するもので、市の目指すべき将来像を明らかにするとともに、政策

資源の有効活用を図りながら総合的かつ計画的な市政運営を推進することを目的としている。市が実施する

政策は、長期計画に基づき実施していくものである。 

 各行政分野には、健康福祉総合計画・子どもプラン・都市計画マスタープラン等をはじめとして、現在約 50 

の計画があり、それぞれが市民、関係団体、専門家等の参加のもとに策定されている。 

これらの計画は、最上位計画である長期計画と整合性を図り策定されるもので、長期計画を基軸とした計画

体系を構成している。≪第五期長期計画より≫                                    

資料３ 

平成 28 年４月 28 日 

環 境 市 民 会 議 資 料 

環 境 部 環 境 政 策 課 



②環境基本計画に示された考え方 

〇 武蔵野市環境基本条例に示された理念に基づき、本市の自然的社会的条件に応じた 

環境の保全に関する施策の方向性を示す。 

〇 武蔵野市長期計画に整合する環境分野のマスタープランとして、各分野の施策に 

ついて環境の視点から補完する。 

〇 環境保全の個別実行計画等の上位計画として、総合的な方向性を示す。 

 

＜環境基本計画の位置づけ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 平成 28年度実施事業 

 別紙「予算の概要」参照 

 

 

 

 

武蔵野市第五期長期計画 

個別実行計画等 

・武蔵野市役所地球温暖化対策計画 

・武蔵野市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編） 

・武蔵野市一般廃棄物処理基本計画 

・武蔵野市緑の基本計画 

・武蔵野市下水道総合計画    等 

武蔵野市第四期環境基本計画 各分野の基本計画等 

・武蔵野市都市計画マスタープラン 

・武蔵野市市民交通計画 

・子どもプランむさしの 

・武蔵野市農業基本計画 

・武蔵野市学校教育計画 

・武蔵野市地域防災計画   等 
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